
検 索烏川流域森林組合

烏川流域森林組合と入力し
クリック、新しいホームペ
ージをご覧ください。
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。
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山林についての
お困りごとは
お気軽に
ご相談ください
　組合員の皆さんの、所有林に関す
るお困りごとに職員が対応します。
お気軽にご相談ください。

・所有している山林の場所、境界、
　樹種などがわからない
・伐採や施業（手入れ）をしたい
　が、どのように進めていいのか
　わからない
・所有している山林を手放したい
　など

　ご相談は、直接ご来所いただくか
（電話で事前予約が必要）、メール、
ファクス、電話で

 メール：info@karasu-mori.jp
 ファクス：027-378-2305
 電　　話：027-378-2030

新ホームページの主な特徴
・組合の理念、沿革、組織、保有林業
　機械、各課の業務などを詳細に紹介
・機械貸出申請がホームページから可
　能に
・立木証明、伐採許可申請等の様式を
　掲載
・林業用語の解説を掲載
・広報誌「森だより」の創刊号からす
　べての閲覧が可能

新しくなったホームページ
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